
社会を明るくする運動強調月間の啓発を目的とした 

ライトアップについて 

 

７月は「社会を明るくする運動強調月間」です。全国各地で様々なイベントが展開され
ます。群馬県では社会を明るくする運動の啓発を目的に、下記の期間、県庁昭和庁舎をシ
ンボルカラーの黄色でライトアップします。 

 
記 

 
１ 日 付  令和８年７月１日（水）～令和８年７月５日（日） 
 
２ 実施時間 （上記日付の）日没（１９時００分頃）～２２時００分 

 
３ 会 場  県庁昭和庁舎 
 
 
 
 
 社会を明るくする運動とは？ 
 「社会を明るくする運動」は、法務省が主唱する犯罪や非行のない明るい社会を築く 
 ため、地域や家庭、職場などで理解と協力を深める全国的な活動です。再犯防止や更 
生支援も目的としています。法務省 HP：社会を明るくする運動 

令和８年６月１９日 
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